
第１回三木町行財政改革推進協議会

三木町政策課企画調整係

議事（１）三木町行財政改革の推進について



行財政改革の必要性

〇行財政改革のこれまでの取組について

本町においては、これまでも平成８年４月に「三木町行政改革大綱」を、続いて平成１２年２月に
「三木町行財政改革大綱（改訂版）」を、平成１７年１月に「三木町新行財政改革大綱」を策定し、
事務事業の執行に当たっては、事務事業評価システムを取り入れ絶えず見直しを行ってきております。

〇行財政改革の必要性

新型コロナウイルスの感染拡大により、世の中の考え方・働き方は大きく変化していくことが予想
され、「アフターコロナ」のニューノーマル（新常態）に対応していくためにも、現在の業務効率を
見直し、デジタル社会化されていくであろう未来を見据えた、新たな業務形態等も積極的に検討して
いく必要があります。AI・RPAの導入検討を含めて行政事務の中でデジタル化が可能である業務は、段
階的に導入を進めてまいります。
一方で、令和２年６月に「パワハラ防止法」が施行され、職員のモラルや質もこれまで以上に向上

していく必要があり、時代に即した公務員倫理を醸成するとともに、住民に寄り添い、信頼される職
員育成を進めてまいります。
また、今後の人口減少・少子高齢化の加速に伴い、職員数の削減を見越し、積極的かつ効果的な民

間活力の導入を進めてまいります。社会保障関係費の増加や、公共施設等の長寿命化などへの対応の
必要性が更に高まることが予想されることから、現状の財政状況や町の課題と向き合い、分析するこ
とにより持続可能な財政運営を推進してまいります。
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町が直面する現状と課題

〇人口減少・高齢化の本格化

・将来人口推計によると、2045年には20,500人となり、2020年と比較して6,300人の減少が見込まれます。
・年齢３区分別人口割合の推移をみると、老年人口（65歳以上の人口）割合の拡大が顕著であり、2030年には老年人口割合が36.3％、さ
らに2045年には41.9%と老年人口を超える一方で生産年齢人口（15歳以上65歳未満の人口）は人口全体の48.1％になると見込まれます。
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町が直面する現状と課題

〇歳入・歳出の状況
・歳入の依存財源については、各年度で大型の普通建設事業の実施等による増減はあるものの、ほぼ横ばい傾向にあります。
・自主財源については、平成27年度から大幅な伸びがありますが、ふるさと納税の寄附金収入や、返礼品等経費に充てるための基金から
の繰入金が、ともに大幅に増加したことによるものであり、町税収入については横ばいとなっています。
・義務的経費のうち、人件費や扶助費は逓増傾向にあり、この10年間で約6億円(18％)増加しています。
・少子高齢化の急速な進行による社会保障関係費の増加に伴い、今後も扶助費は増加していくことが見込まれます。
・その他経費の増加の要因は、近年の下水道事業の進展による特別会計への繰出金の増加及びふるさと納税に係る返礼品や事務経費の増
加が一因となっています。

5,284,260

5,318,539

5,238,653

5,105,502 4,970,581
5,130,982 5,810,135

5,298,659

6,229,789
5,410,301

4,385,931
4,461,752

4,659,965
4,593,685

4,705,589

4,817,196

5,414,181

6,529,894

7,119,188 7,296,82445.4 45.7
47.0 47.4

48.6 48.4 48.2

55.2
53.3

57.4

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000
（％）（単位：千円）

（年度）

普通会計決算（歳入）の推移

自主財源 計

依存財源 計

自主財源比率

ふるさと納税による
寄附金収入・繰入金

６
億
増

28
億
増

３



町が直面する現状と課題

・経常収支比率は遁増傾向にあり、主に人件費や扶助費、物件費などの経常経費が増加しているためです。
・H22からH29で12％増加しています。
・実質公債費比率及び将来負担比率については、地方債発行の抑制や基金積み増しによる改善傾向にありましたが、近年実施した普通建設事
業に伴う地方債の元金償還の本格化により今後は上昇していくことが見込まれます。
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町が直面する現状と課題

・地方債現在高は、地方債発行の抑制により減少傾向にありましたが、近年実施した大型の普通建設事業に伴う地方債の借入により増加傾向
にあります。
・今後も公共施設の長寿命化に係る事業や学校給食施設に係る事業が控えていることから、地方債現在高は大幅に増える見通しです。
・平成30年度に全体の地方債現在高が減少しているのは、平成29年度までは水道事業会計で計上されていた地方債現在高が、平成30年度から
香川県広域水道企業団へ承継されたことが原因です。
・基金現在高については、「ふれあいふるさと基金」が増加しているものの、財政調整基金が平成27年度から平成30年度末に６億円減少して
おり、今後も減少が見込まれています。

〇地方債・基金現在高の状況
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行財政改革推進体制について

〇推進体制及び進行管理について

三木町行財政改革基本方針

三木町行財政改革基本方針アクションプログラム

実行

三木町行財政改革推進本部

本部長：町長
副本部長：副町長
本部員：各課室局長

方針の策定・進行管理

議 会

住 民

外部からの管理

意見
三木町行財政改革
推進協議会
（住民・有識者等）

公表

報告

三木町行財政改革基本方針を着実に推進するため、町長を本部

長とする「三木町行政改革推進本部」において、毎年度進行管理
を行います。
進行管理では、方針に掲げた３つの柱とアクションプログラム

に掲載した取組項目の進捗状況を把握するとともに、社会経済情
勢の変化等に柔軟に対応するため、新たな取組の掘り起こしやス
ケジュールの前倒しなどを随時行いながら見直しを実施します。

進捗状況の管理

６

〇計画期間ついて

令和３年から令和７年（５年間）

毎年検証を行い、５年に１度「三木町まち・ひと・しごと総合戦
略」更新時期に見直します。
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行財政改革３本柱について

将来を見据え、想像力をもって常に現行のサービスの質や量、実施方法などを見直すとともに、限られた行財政資源（職員・資産・資金・
情報）の有効活用を図りながら、住民ニーズに即した最適な行政サービスを提供することで、住民が活き活きと快適に暮らすことのできる三
木町をつくるとともに、災害の発生や疫病などが蔓延した際にも、持続可能な地域社会の形成に向けて、次のとおり基本理念を掲げ、妥協の

ない行財政改革を推進します。

基本理念

③ 信頼される職員の
育成と質の高い行
政サービス

② ニューノーマル
（新常態）を見据えた
行政経営の確立

① 持続可能な
財政基盤の強化

改革３本柱（大分類）

③コンプライアンスの徹底・職員の意識改革・住民等との協働
コンプライアンスの徹底・職員の意識改革を行うことで行政課題に柔軟に対応しながら、効率的かつ効果的な行政を
展開するため、職員の能力、意欲の向上とそれらを最大限に引き出す組織体制を構築するとともに、「働き方改革」の
実現に向けた職員の働きやすい環境整備を図ります。

②住民の利便性向上・RPA・AIの導入・業務の効率化
行政に対する住民の信頼を高めるため、リスク管理の徹底を図るとともに、「ウィズコロナ」及び「アフターコロナ」に向けて
RPA・AIの導入を推進し、DX（デジタルトランスフォーメーション）に取り組むことで、業務の効率化や、災害時等での
業務の継続を行える環境の整備を行ってまいります。

①経営の視点に立った財政運営・歳入の確保・適正管理と有効活用・歳出改革
将来にわたっての安定的な財政基盤を維持するため、基金の適正管理や予算配分の重点化、歳入確

保・強化など、持続可能な財政運営に努めるとともに、公共施設等の長寿命化など、持続可能な財政運営
に努めます。

取組理念
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実施施策（例）

① 持続可能な財政基盤の強化

将来にわたっての安定的な財政基盤を維持するため、基金の適正管理や予算配分の重点化、歳入確保・
強化など、持続可能な財政運営に努めるとともに、公共施設等の長寿命化など、持続可能な財政運営に努
めます。

取組理念

①-１ 経営視点に
立った財政運営

今後想定される公共施設の老朽化に伴う多額の更新費用に対応するため、社
会経済情勢や住民ニーズの変化を見極めながら施設の更新、統合、廃止の最適
化に取り組みます。

内 容取組項目（中分類）

有料広告媒体の拡大や公金収納方法の多様化などにより、安定した自主財源
となる歳入の確保と強化に取り組みます。

財政指標に基づく健全化の推進
基金残高の維持 等

有料広告事業の推進
徴収率向上対策の強化 等

公共施設マネジメントの推進
未利用町有地等の有効活用 等

①-２ 自主財源等の
歳入の確保

①-３ 財産の適正管理
と有効活用

基金の適正管理や予算配分の重点化などを進め、将来にわたって安定的で新た
な行政需要に柔軟に対応できる、健全な財政運営を図ります。

①-４ 不断の歳出改革
と将来負担の軽減

現在の実行している事務事業の中で、町として段階的に歳出削減に取り組む必
要があると認める事業に関して、中長期的な財政負担の軽減を図ります。

財政が特に認めたもの 等
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実施施策（例）

② ニューノーマル（新常態）を見据えた行政経営の確立

行政に対する住民の信頼を高めるため、リスク管理の徹底を図るとともに、「ウィズコロナ」及び「アフ
ターコロナ」に向けてRPA・AIの導入を推進し、DX（デジタルトランスフォーメーション）に取り組むこと
で、業務の効率化や、災害時等での業務の継続を行える環境の整備を行ってまいります。

取組理念

②-１ 住民の利便性
の向上

住民の視点に立って、住民サービスの基本である窓口サービスを改善するとともに、
申請書類の見直しや添付書類の省略化などにより、住民の利便性の向上に取り
組みます。

内 容取組項目（中分類）

業務の最適化の観点から事務事業を検証するとともに、RPA等の活用による業
務の効率化やデジタル化の推進により、内部事務の迅速化・適正化に取り組みま
す。

RPA及びAIなどのICT技術の効果的な活用や、行政手続のオンライン化の推進
などにより、多様化する住民ニーズに対応した、より便利で利用しやすい住民サービ
スの向上に取り組みます。

窓口サービスの見直し
各種届出に係る手続き案内チラシの見直
し 等

マイナンバーカードの有効活用
公共施設におけるWi-Fi環境の整備
オンライン申請の導入 等

ICT技術の活用による業務の効率化
ペーパーレス会議の導入促進
タブレット端末の更なる活用 等

②-２ ICTを活用した
サービスの向上

②-３ ICTを活用した
業務プロセスの最適化

②-４ 事務事業の見直しによる

業務プロセスの最適化

業務の最適化の観点から事務事業を検証するとともに、ICT化以外で効率化が
可能である事業に関して、内部事務の迅速化・適正化に取り組みます。

届出の統一化
事務の廃止 等

コロナ対策

コロナ対策
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実施施策（例）

③ 信頼される職員の育成と住民サービスの向上

コンプライアンスの徹底・職員の意識改革を行うことで行政課題に柔軟に対応しながら、効率的かつ効果
的な行政を展開するため、職員の能力、意欲の向上とそれらを最大限に引き出す組織体制を構築するとと
もに、「働き方改革」の実現に向けた職員の働きやすい環境整備を図ります。

取組理念

③-１ 職員の能力向上

派遣研修や職員研修の充実などにより、職員の能力向上を図り、多様化・複雑
化する住民ニーズに的確に対応できる人材育成に取り組みます。

内 容取組項目（中分類）

③-２ 組織力の向上

有給休暇の取得促進や時間外労働の縮減対策、ストレスチェック等による心身
の健康保持などにより、職員一人ひとりがワークライフバランスの充実を図ることができ
るよう、働きやすい職場環境の整備に取り組みます。

③-３ 働きやすい
環境整備

継続的な組織・機構の見直しや適材適所の人員配置のほか、多様な人材確保など
により、高度化する行政課題に迅速に対応できるよう、組織力の向上に取り組みます。
また、人口減少社会を念頭に、民間活力の積極的かつ効果的な導入を検討します。

派遣研修の充実
職員研修の充実
人事評価制度の適切な運用 等

組織・機構の見直し
職員の適正配置
専門・定型業務の民間委託 等

健康保持対策の推進
ワークライフバランスの推進
テレワークの推進 等

③-４ 住民との
協働の推進

協働のまちづくりの推進
若者や女性の活躍促進 等

若者や女性の活躍を促進するとともに、地域の生活を支える仕組みづくりなど、住
民等との協働により、地域が抱える様々な課題に効果的・効率的に対応できる環
境づくりを推進します。
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